
大 気 汚 染 で 空 が くも り、 洗 た く

物 にス ス が つ く。 自動 車 の排 気 ガ

ス で頭 が いた くな り、 気 が イ ラ イ

ラ す る 。空 飛 ぶ飛 行 機 の爆 音 で安

眠 が で きな い一 一 初 期 の公 害 はザ

ッ と こん な程 度 で あ った が 、 次 い

で 熊 本 や 新 潟 に水 俣 病 が 出 て 来 た 。

工 場 か ら流 す 有機 水 銀 のた た りで

あ る 。 また 、 ぺ ニ ー ル 水 銀 を 含 む

農 薬 か ら も公 害 が 出 |よじめ た 。農

薬 は全 国 にバ ラ まか れ て い る 。

一 方 で 富 山 の神 通 川 の ほ と りに

イ タ イ イ タ イ病 息 者 が あ らわ れ た 。

川 にた れ 流 しさ れ る カ ドミ ウム が

多年 にわ た って 人 間 の体 に蓄積 さ

れ た 結 果 で あ る 。

公 害 は範 囲 を ひ ろ げ 、激 し く、

深 刻 にな った 。 い ま ま で 見 た こ と

も 、 聞 い た こ と も な い光 化 学 ス モ

ック 、母 乳 まで 犯 さ れ て い る PC

B汚 染 、 ポ リ容 器 を 含 む ゴ ミ公 害 、

石 油 時 代 と い わ れ る現 代 文 明 に、

石 油 の硫 黄 分 が 、 人 間 や す べ て の

生 き も の を侵 害 す る 。

これ は ひ と り 日本 の み な らず 、

全 国 的 現 象 で あ る 。恐 る ぺ き公 害 。

全 人類 の 自覚 と、 反 省 と、 発奮 と

叡 矢回と 勇 断 の み が 、 よ く これ に

対 処 し う る 。
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WHOは ど う して 生 れ た か

1 9 4 8年の W H Oの 創 立 は 、疾 病 が 一 つ の 大 陸 か ら他 の大 陸

,こ伝播 す る こ とを防 止 し、 また全世 界 を通 じて 健康 を増 進 す

る よ うに 、 国 十禁的 な努 力 を得 る ため に数世 紀 に亘 っ て て続ヤナ

″_て きた努 力 の 頂 点 で あ りま した。

第二 次世 界 大 戦 が 終 る直 前 の 194 5年 6月 に 、連 合 国 が 「国

争連 合」 とい う組 織 をつ くっ て世 界 の平 和 を維持 しよ う とい

うの でサ ン フ ラ ン シ ス コ会言義を開 い た1禁、 ブ ラ ジル と中国 の

lt表か ら、保 健街 生 の 分 野 で も、国 際 的 な常 設 機 関 を設 け た

ら との提 案 が あ り、全 会 一 致 で これ を可 決 しま した。

この案 は 、 ロ ン ドンに 会合 した 第一 回 国際 連 合経 済 社 会理

事子会 で も採 り上 げ られ 、翌 年 6月 19日 か ら 7月 22日 まで ニ ュ

ー ヨー クで 開 か れ た 国 際 保 健 会議 で 、 そ の具 体 的 な問 題 が相

談 され ま した。

そ の結 果 、 この機 関 の 名称 を世 界 保 健機 関 (WH O )と す

る こ とに決 定 をみ 、 その理 念 、 目的 、機 構 、組 織 、活 動 範 囲

等 を規 定 した WHO憲 章 カヤ作り上 げ られ ま した。 そ して この

会議 の最 終 日に 61ヶ 国 が この憲 章 に 調 印 した の で す。

しか し、 この憲 章 は 国 十禁連 合 に加 盟 して い る26ヶ 国 の批 准

をスえてはじめて効力を発生するように、憲章自体の中で定
め て V たヽ の で 、 そ 才とが 実 現 した の rよ約 2年 後 の 194 8年 4月 7

日で あ り、 この 日に 、 史上 は じめ て の世 界 的 な保 健機 関 が 生

まれ た の で す。

続 く 6月 に は 、 第一 回の世 界 保 健 総 会 を開 い て 、今 まで の

国際 違 盟 の保 健 部 や 、パ リに あ っ た公 衆衛 生 国 際事 務 局 の保

健部 の財 産 、事 業 等 の 引継 ぎを行 な い 、 W H Oの 事 業 計 画 及

び予 算 の 採 択 、加 盟 国 の 分 担 金割 当等 の事 業 を と り進 め ま し

た。 こ う して お膳 立 て が 整 って w H Oが そ の事 業 を開 始 した

の は 、 1 9 4 8年 9月 1日 か らで あ ります。

世 界保 健 デー は 、 W H Oの 憲 章 が 効 力 を発 生 して 、 い わ ば

W H Oが 誕 生 した 1 9 4 8年 4月 7日 を記 念 す る 日で あ りま して 、

今年 の 4月 で 2 4年 を経 過 し、 第 2 5年 目の 歩 み を開 始 しよ う と

して い るの で あ ります。

W H Oの 組 織

現 在 の W H Oは 、 内部 機 関 と して世 界保 健 総 会 、執 行 理 事

会 お よび本 部 事 務 局 の 三 つ が あ り、 この他 に世 界 の 大 地 域 (

ヨー ロ ッパ ・ア フ リカ ・東地 中海 。東 南 ア ジア ・西 大 平 洋 ・

ア メ リカ )に 、 そ れ ぞれ 地 域 委 員 会 と地 域事 務 局 か らな る機

判を置 い て い ます。 これ らの 各機 関 では 、 そ れ ぞれ 次 の よ う

な 仕事 を して い ます 。

1.世 界保 健 経 会

加 盟 国 の代 表 で構 成 され る立 法機 関 で 、毎 年 1回 (通常 5

月 )開 催 され 、 WHOの 方 針 や 計 画 を決 走 し、予 算 を採 択 し、

また執 行 理 事 会や 事 務 局 の上 部 機 関 と して 、 そ の指 導 監 督 に

当 ります。

2.執 行 理 事 会

保 健 総 会 が選 出 した24の 理 事 国 が任 命 した 24人 の理 事 に よ

っ て構 成 され 、保 健 総 会 が決 定 した政 策 を実 施 し、補 足 して

い く執 行 機 関 で毎 年 2回 (通常 1月 及 び 5月 )会 議 を開 き ま

す 。

3.本 部 事 務 局

ジ ュ ネー ヴに おか れ 、専 門家や 事 務 職 員 に よっ て 、 WHO

の 日々 の事 務 を担 当 し、 また WH Oの 報 告 書 や 予 算 書 を作 成

して理 事 会 に提 出 し ます。

4.地 域 委 員 会 お よ び 地 域 事 務 局

これ らは専 ら地 域 的 な 事 項 に 関 す る政 策 を立 て 、地 域 内

の wHO事 業 計 画 予 算 を作 ります。 これ が総 会 で 認 め られ る

と、 WHOわ 各 国 に 与 え る技術 援 助 予 算 が き ま るわ け です e

そ の地 域 及 び事 務 局 の 所 在 地 は 、 ヨー ロ ッパ 地 域 (コ ベ ン

⌒ 一 ゲ ン )、 ア フ リカ地 域 (ブ ラザ ー ヴ イル )、 東 地 中海 地

域 (ア レ キサ ン ドリア )、 東 南 ア ジア地 域 (ニ ュー デ リー )

西 太 平 洋 地 域 (マ ニ ラ )、 ア メ リカ地 域 (ワ シ ン トン)と な

つて い ます 。

わ が 国 は 、 オー ス トラ リア 、 ニ ュー ジー ラ ン ド、 中 国 、韓

国 、 フ イ リピ ン、ベ トナ ム 、 カ ン ボ ジア 、 ラ オ ス 、マ レ イ ン

ア 、 シ ン ガ ポー ル 、西 サ モ ア 、 フ ィー ジー と共 に西 太 平 洋地

域 に属 して い ます 。 この地 域 内 に ボル ネ オ 、サ ラ ワ ク等 に領

土 を有 す る国 々 と して 、 フ ラ ンス 、 ポル トガ ル 、英 国 、米 匡1

の 四 ヵ国 を加 え て 、都 合 17加 盟 国 で 西 大 平 洋 地 域 委 員 会 を構

成 して い ます。

5.専 門 家 誇 問 部 会 お よび 専 門 委 員 会

WHO専 門家 諮 問 部 会 お よび専 門委 員 会 は 、 WHOの 事 業

を技 術 的 に最 も進 ん だ もの で あ る よ うに す る ため 、 また最 も

新 しい研 究 の 成 果 に 基づ い て WHOが 事 を処 理 し得 るため に

公 衆衛 生 、医療 、薬 事 の あ らゆ る分 野 につ い て 全世 界 の最 高

権 威 者 を厳 選 して網 羅 した もの で あ っ て 、現 在 43の 部 会 が あ

ります。 この部 会 の メ ンバ ー は 、常 時 に は文 通 で そ の 技術 的

知 識 をWHOに 提 供 し、又 時 に は その 中か ら更 に選 出 され て

個 々 の専 門家 委 員 会 に 出席 して討 議 を行 な うこ と もあ ります 。

現 在 約 2,5 0 0名 以 上 の世 界 の専 門家 が 名 前 をつ らね て お りま

す。



人 び との疾 病 を予 防 し治 療 す るた め に、 重 要 医 薬

品 につ い て、 そ の純 度 と効 能 との 国 際 的基 準 を定

め、 現 在 ペ ニ シ リン、 ス トレプ トマ イ シ ン、 ビ タ

ミン類 、 ワ クテ ン類 等 の生 物 学 的 製 斉」の 国 際 的基

準 を定 め、 また世 界 各 国 に共 通 して用 い られ る最

初 の 国 際 的薬 局 方 も完 成 した 。

ⅣHOは

こん な 仕 事 を

して い ま す

ン ン
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(ア フ リカ カ メ ル ー ン に お け る

医 学 教 育 風 景 )

こ=(こ な る に は 8～ 9年 か か る が 、 医 学 教 育 に つ い て は 、

工 こ将 来 性 を念 頭 に お か ね ば な ら な い 。 WH Oは 、 イ呆健 衛

こマ ンの石汗修 を行 な う と と も に 、 奨 学 金 常U度 に よ っ て 各 国
~若

い 技 術 者 に 海 外 研 究 の 便 を与 え て い る 。

W H Oで は、統 計 や研 究 、 報 告 等 に関 す る約 2 0種 の刊 行 物 の 出 版 、文 敢 「

目録 や 抜 率 、英 仏 語 以 外 の 国語 に よ る報 告 書 の作 製 、研 究 論 文 等 の 霊 ま 二

つい て の便 宜 提供 、 その他 内外 か らの 問合 せ に応 じて 、 必要 な資 料 を提 侯

した り、 回 答 を行 な って い る。
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日本 WHO協 会 の 役 害J

W H Oの 目的 は既 に 'U項 で述 べ られ て い る如 く、 「世 界 の すべ て の 人 間

が lr t t康で あ る こ とは 、世 界 の平 和 と安 全 の 基礎 で あ る」 との精 神 に 基 い て 、

i1 3際的 な視 野 か ら、世 界 中の 人 々が 手 を握 っ て お互 いに 協 力 し、積 極 的 に

′、類 の 健康 を増 進 しよ う とい うこ とで あ ります。

その ため に WH Oは 単 に病 気 の予 防 、治療 とい う様 な小 さな視 野 か らで

な く、 人類 の 健 康 な生 活 に 関 係 の あ るあ らゆ る事 項 、即 ち広 い意 味 で は政

治 、経 済 、文 化 各 方 面 に わ た る問題 を含め て 、人類 の 健 康 福 祉 の ため 非 常

に 多岐 に亘 る活 動 を行 な っ て い ます 。 しか しこの 活 動 目標 を効 果 的 に達 成

す るため に は 、 WH Oの 目的や 考 え方 を、国民 生 活 の 中 に深 く浸透 させ て

育 て て いか な け れ ば な りませ ん。 その ため に は政 府機 関 の努 力 の み で は到

底 目的 を達 成 す る こ とが で きず 、 国 民 自 らが こ ぞ っ て これ に協 ラ'す る こ と

が必 須 の要 件 とな ります 。

社団 法 人 日本 WHO協 会 は 、 この 方 面 の 仕事 を推 進 す るため 、国 が 認 め

た唯 一 の 民 間 団体 と して 昭 和 40年 4月 発 足 し、以 来 WHOの 精 神 と 目的 を

1」民 に浸透 させ るため 、講 演 会 、 テ レ ビ とラ ジ オ放 送 、印痛」物 の 発行 、小

。中学 校 生徒 の 懸 賞 作文 ヨ ン クー ル 、万 博 記 念 メ タル の 作 製 等 色 々 と実 積

を重 ね て参 りま した。

今 日私 達 の 健康 上 問題 とな る こ とは 、次 の 如 く非 常 に 多数 に 及 ん で い ま

す。 第一 に戦 後 急 激 に低 下 した 出生率 に よ り、比 較 的 短 期 間 に 日本 の 人 口

に 占め る老 人 の割 合 が 急 激 に 増加 す る。 即 ち人 口老 令 化 問 題 。 成 人病 殊 に

脳卒 中 ・癌 ・心 臓病 に よ る死 亡 の 激 増 、即 ち疾病 構 造 の変 化。 急 激 な経 済

成 長 に よって起 っ た い ろ い ろの 歪 、即 ち人 日の都 市 集 中 、過 密 化 、住宅 難 、

公 害 こ とに工 場煤 煙や 自動 車 排 気 に よ る大 気 の 汚 染 、工 場 廃 液 に よ る河 川

の 汚濁 、従 っ て これ に よ る魚 介 内 の毒 物 や 農 薬 使 用 に よ る食 品 の 有毒 性 問

題。 また生 活環 境 の 悪 化 と生 活 構 造 の 複 雑 化 や 人 間疎 外 状 況 が 精 神 不 安 、

精 神 障 害 の誘 因 とな る こ と等 、人 類 の 肉体 的精 神 的 障 害 を惹 起 す る要 因 は 、

在に会 に満 ち あふ れ て い ます 。

これ らの 問題 に対 す る対 策 を国や 地 方 自治体 が あ る程 度 解 決 した と仮 定

して も、 尚且 つ 国 民 の す べ て が 健 康 に な る もの で は あ りませ ん。 本 来 、健

康 は 国 民 自 らの 手 で守 るべ き もの で あ ります 。 こ とに わ が 国 国 民 大 衆 の保

健衛 生 、疾 病 に対 す る理 解 の 貧 困 、医療 な らび に医 薬 品 に対 す る誤 った 考

え方 等 は誠 に民 度 の低 い状 態 を示 す もの と言 わ なけ れ ば な りませ ん。 これ

らに対 す る正 しい知 識 をWHO精 神 を含め て普 及徹 底 す る こ とは 、本 協 会

の 特 に取 上 げ ね ば な らな い問 題 で あ りま し ょ う。

また WHOの 専 門的 活 動 と して 、 国 内 及 び 国 外 の WHO関 係 機 関や 団体

と連 絡 を密 に し又 WHO関 係 の子」行 物 や 資 料 を集 め 、 そ れ らの翻 訳 や 展 示

会 を行 わ ね ば な りませ ん。 更 に また本 協 会 は 各 方 面 の す くれ` た専 門家 を集

め い ろ い ろの 分 野 の専 門委 員 会 を設 置 し、健 康 上 有 害 な問 題 の解 決 に対 す

る研 究 を行 な い 、学 問 的 な裏 付 の あ る正 しい知 識 を国 民 生 活 の 中 に 浸透 さ

せ 、 あ る いは また WHOよ り我 が 国 に 派遣 され た海 外 専 門学 者 の 活 動 に協

力 した り、WHO研 修 生 に勉 学 上 の便 宜 、援 助 を与 え る等 、政 府 機 関 の こ `

の 方 面 に 関係 の あ る事 業 活 動 に協 力 、否 む しろ卒 先 して行 な う使 命 を有 す

る もの で あ ります 。

各 自の 健康 と生 活 の福 祉 は個 人 の 基 本 的 な問 題 で あ り、 これ が 軽 視 され

る とこ ろに 人 類 の 不 幸 の 源 泉 が 伏 在 して い る と考 え られ ます 。 み ん なが協

力 して 「先 ず健 康 」 を守 るた め 力 を結 集 しよ う とす るの が 本 協 会 設 立 の 趣

旨で あ り且 役 割 で もあ ります。
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4 7 5  1現 在 (イ ロハ l l R  O印常 務 理 ⅢI

間   前 京 斉F大 学 総 長       平 沢   実

長 ず胃才三電纂 冨 中野種一P,
会 長  日 本医師会会長      武 見 大 ,た

会長 阜爺笑毒唇讐曇授    木 本寸  葉
会 長

  蟹 軍 豪 会 皐

日庵 理 事 長   千   宗 =

会 長   元 厚 生 大 臣         黒 )|1 武 雄

事   京 都 大 学 工 学 部 教 授     岩 井 重  久

事   京 都 府 社 会 保 険 協 会 会 長  岩 井 盛 次

事   神 戸大 学 医 学部 教 授    戸  田  嘉 秋

事  株 式 会 社新 装 大 橋
暫 餐

大 橋 義
一

手   日 本電 池 株 式 会社
 盈

締

資 岡
 田  辰 Fこ

事   川 上 隆 正 税理 事 務 所 所長  川  上 隆 正

事   東 京大 学 医 学 部 教 授    丹 券 ,召 F青 雄

事
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事  大 阪医科大学教授     吉 回 寿 三 Ph

事  婦 人経済連合会会長    谷 沢 1比 子

事   真 鍋 島診 療 所 所 長     田  中  勇 夫

事   財 団 法 人長 同病 院専 務 理 事  中 野 サ表 男

事   産 婦 人科 南部 病 院 院 長   南 音円 J舎 ,台

事   京 都 産 業 大 学 教 授      八 本多 正 文

事   糾 歯 科 医 院 院 長      桝   茂 光

事   京 都 大 学 名 誉 教 授     舟 同 省 五
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       古 林 ツ し
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黛 締 覆  古

橋 忠 兵 衛

手 纂 森稜基金坐緩替貿 小 西真夫
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名誉 院長 高 野 山大 学 教 授
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wHO事 務 局 と

そ の 加 盟 国

1 _ヽヽ
‐
H Oの 加 盟 国 は下 記 の通 りです 。

_ヽ ヽ
' H Oの

本 部 は ス イ ス国 ジ ュ ネー ヴに あ り,現 在 ブ ラ ジル の M `

G .カ ン ドウ博 士 が事 務 局 長 です。

― :1本が属 して い るWHO西 大 平 洋 地 域 事 務 局 は フ イ リピ ンの マ

ニ ラに あ り,現 在 フ イ リピ ンの F.」 .デ イ博 士 が地 域事 務 局 長

です。

1_ヽ ヽ
‐
HOに 関 す る こ とにつ い て は厚 生 省 の 大 臣官 房連 絡 参 事 官 室

に御 照 会 下 さい。
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ヨ本 WHO協 会 の

5ゆ み

6・ 4

5・

6・

6・ 8 近 畿 2府 4県 中学 校 生 徒 入賞 者 の 作 文 集
1健康 と公 害 」 を発行 。

1 0  第 2 3回世 界保 健 デー 記 念 中央 大 会 式典 と

園遊 会 お よび近 畿 2府 4県 中学 校 生 徒 作

文 ヨ ン クー ル の 入賞 者 表彰 式 を京都 二 条

城 清 流 園 に て 開催 。

3 1  広 報 誌 1目で み るW H O」 第 4号 発行 。

6  昭 和 4 6年 度 理 事 会 ・通 常 総 会 を京 都 ホ テ

ル に て 開 催 。

辞産寮室建1滅ギ眠

く,ョ蔭志|

転 ,

―議 Ⅲ

・ 7・ 1  会 員 獲 得 の ため 、 入 会勧 誘 状 十ご入会 の お す す め 」 を印刷 、各 方 面 に

郵 送 。

1 0・ 7 喫 煙 と健康 ・糖 尿病 の 演 題 で 講 演 会 を京都 商工 会議 所 で 開 催 。

・ 1・ 10 西 日本 地 域 の 中学 校 生 徒 を対 象 に作 文 募 集 。 作 文 テー マ 「食べ 物 と健康 」

1・ 23 会 員 相 互 の親 睦 を深 め 、協 会 発 展 を計 り、新 年 会 を京都 ホ テ ル で 開催 。

3・ 13 西 日本 地 域 中学 校 生 徒 作 文 コン クー ル の 人賞 につ い て 、最 終選 出審 査

14 を 協 会事 務 局 に て実 施 。
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47・ 3

3

4

・2 9  西 日本 地 域 中学 校 生 徒 作 文 ヨン クー ル 入賞

3 0  者 氏 名 と、特選 作文 を朝 日新 聞 紙 上 に 発表

掲 載 。

・3 1  喫 煙 の 有 害 1生を周知 徹 底 し、啓 蒙 す るため

小 冊 子 |タバ ヨの害 を正 し く見 つ め よ う」

を発行 。

・ 9  第 2 4回世 界 保 健 デー 大 会 式 典 と西 日本 中学

校 生 徒 作文 ヨ ン クー ル の特選 生 徒 の 表彰 式

を京都 岡崎 つ る家 に て 開催 。

併せ て 会 食 も行 な う。
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▲木 村 富J会長 よ り

作 文 特 選 の トロ フ フー

を受 け る、可謝島中 学 i

川 勝 陽 一 君

喫 煙 と健 康

二 十 日 ネ ズ ミ 1 0匹が

実 験 に よ る と タ ンヾ コ l本 で死 ん だ



第 1章  名 称及び事務所

名   称 )

第 1条  本 会 は社団法人 日本WH O協 会 と

しヽ う。

ギこ 務  所 )

第 2条  本 会 は事務所 を京都市 中京区鳥丸

通夷サ|1上ル 京 都商工会議所 ビル

四階 に置 く。

2 本 会 は必要 に応 じ、理事会の議決

により東京 その他必要 の地 に支部

を置 くことがで きる。

3 支 部 に関 し必要 な事項 は、理事会

で決め る。

第 2章  目 的及び事業

|1       白匂)

第 3条  本 会は、世 界保健機関 (以下WH

Oと 略称す る)憲 章 の精神 を普 及

徹底 し、その事業の 目的達成 に協

力 し、 もって我国及び海外諸国の

国民の健康増進 に協力す ることを

目的 とす。

事   業 )

第 4条  本 会 は前条の 目的 を達成す るため、

次の事業 を行 なう。
一、WHOの 事業 目的の国内への

宣伝普及並 びにWHOが その

事業 目的達成 に必要 とす る援

助及び協力。

二、海外諸国における保健衛生関

係団体 、関係諸機関並 びに個

人 との連絡及び協 力。

三、国内における保健衛生活動 に

貢献 している学術及び専 門団

体相互間の協力の促進 と技術

援助

我 国の保 健衛生事 業 に関 す る

実状 及 び政 策 の海 外へ の紹 介

WH O関 係 出版物 の刊 行 及 び

図書 の紹 介 な らび に本会機 関

紙 の発行

社 団法 人 ・日本 WHO協 会 定 款 (城率

六 、WHO及 び海 外諸 国 よ り我 国

に派遣 され る派遣 団 、留学生

及 び個 入 に対 す る便宜 の供与

及 び援助

七 、海 外諸 国 におけ る保健 衛生事

業 に関 す る資料 の克集 及 び調

査研 究

八、官庁 及 び保 健 衛生 関係 団体 の

委言毛に よる調査

九 、保健 衛生 用 資材 の国際需要 の

調査

|一、 その他 本 会 の 目的達 成 に必要

な事 業

第 3章 会  員

(会員及 び入会手続 )

第 5条  本 会 は、本 会 の趣 旨 に賛成 し、本

会 の事 業 に協 力す る者 を もって会

員 とす る。

2 本 会 に入会 しよ う とす る者 は、理

事 1名 以上 の推 薦 に よ り所定 の様

式 に よって本会 に申 し出 で会長 の

承 認 を受 け なけオLば な らない。但

し第 6条 第 4号 に規定 す る名誉 会

員 につ いて は この限 りで ない。

(会員 の種 類 )

第 6条  本 会 の 会員 は次 の 四種 と し、民法

上 の社 員 とす る。

一一
、正 会 員 本 会 の活動 を積 極的

に支持 し協 力 す る個

人

二 、維持 会 員 維持 会 費 を負担 す る

個 人又 は法 人

三 、特 別 会 員 特 別 会 費 を負担 す る

個 人又 は法 人

四 、名誉 会 員 本 会 に特 に功労 の あ

った者 又 は学 識経験

者 で総 会 が推 薦 す る

者

(会 費 の 額 )

第 7条  本 会 の会 員 は次 に掲 げ る会 費 を、

)
1回 以上 負担 す る もの とす る

但 し名誉 会 員 は この Fj Rりで な

一
、正 会 員 個 人 年 額  1 , 0 ( h

二 、維持 会 員 個 人 年 額  2、( ) ( h

法 人 年 額  5 ( ) ( h

三 、特 別会 員 個 人 年 額 1 0 A ( )い、

法 人 年 額 5 0 ( | いヽ

2  既 納 の会 費 は理 由 の如何 を問 ,

返遠 しない。

誓

L 」 、

とF招 睦

▲ 日本 W H O協 会 (京都 商 工 会 議 所 本

一 言る ヽVO R L D  H E A L T Hク そ の 他 外|:

ほ か 、財 団 法 人 厚 生 問 題 研 究 会 の 資料 を

せ て い た だ き ま したЭ また京 都 新 聞 社t

に 写 真 の提 供 を受 け た こ とを厚 く感 討
ヤ
す。

目 で 見 るWHO No5

発   行   日 召 和  47 年  5 ナ j

発 行 者  接 戻 日本 WHO協 こさ

京都市中京区鳥九英| | |  ‐
T E L京 都 ( 0 7 5 1 2 1 1 - 4、Ⅲ「

発行 人  中  野  種

製 作 は い づ か
京 者[ 市下 京 「守 こ七と言

T E L 京 宮‖ 「|

I L 、


